
初任給� （４月１日現在）
区分 登別市 国

大学卒 178,200円 178,200円
高校卒 146,100円 146,100円

（Ａ）経験年数別・学歴別平均給料月額�（４月１日現在）
区分 10年以上

15年未満
15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

大学卒 263,188円 299,439円 351,087円
高校卒 217,900円 270,850円 316,160円

退職手当� （４月１日現在）

区分 登別市 国自己都合退職 勧奨・定年退職
勤続20年 20.445月分 25.556月分

同じ勤続25年 29.145月分 34.583月分
勤続35年 41.325月分 49.590月分
最高限度額 49.590月分 49.590月分

嘱託員・臨時職員人件費の状況� （平成28年度全会計決算）
給料・手当 社会保険など 計
627,972千円 91,446千円 719,418千円

職員人件費� （平成28年度全会計決算）

職員数
人件費※１ 一人当た

りの人件
費※２給料 期末・　

勤勉手当
その他
の手当

共済費
など　 計

428人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,517,894 589,581 745,803 489,191 3,342,469 6,784

市
職
員
の
給
与
な
ど
の
公
表

総 括

給 与・報酬 手 当の種類

※�１　市長・副市長・教育長を含み、嘱託員や臨時職員、
議員、各種委員は除く。

※�２　退職手当や市長・副市長・教育長の給与は除く。

（Ｂ）期末・勤勉手当� （４月１日現在）
区分 登別市※７ 国

６月期
期末

1.225月分
（1.025月分） 勤勉

0.8月分
（1.0月分）

同じ12月期 1.375月分
（1.175月分）

0.9月分
（1.1月分）

計 4.3月分
※�７　職務の級などによる加算措置あり。（　）は職務

の級が７級の職員（特定管理職員）に適用。

※３　基本給の月額平均。　　
※４　給料や諸手当を合計した月額平均。

年齢と給料・給与の平均� （４月１日現在）
区分 平均年齢 平均給料月額※3 平均給与月額※4

一般行政職 40歳５カ月 290,314円 344,920円
技能労務職 50歳０カ月 328,600円 383,562円

※５　号俸は各区分の平均的な数値。

職位ごとの給与の例� （平成28年度実績）
区分 級号俸※５ 給料月額 年間の総収入

部長職 ７級31号俸 417,738円 7,880千円
次長職 ６級55号俸 401,200円 7,671千円
主幹職 ５級63号俸 381,500円 7,278千円
主査職 ４級36号俸 330,700円 6,254千円
主任 ３級20号俸 257,200円 4,722千円

担当員 １級34号俸 193,200円 3,778千円

※�６　期末手当は６月期（2.1月分）と12月期（2.2月分）
を支給。

特別職の報酬など� （４月１日現在）

区分 月額 手当などを含む
年間の総額※６

給料
市長 870千円 14,854千円

副市長 700千円 11,974千円
教育長 600千円 10,279千円

報酬
議長 400千円  6,824千円

副議長 350千円  5,971千円
議員 320千円  5,459千円

※�その他、地域手当、夜勤手当、休日給、寒冷地手当、
宿日直手当、単身赴任手当、災害派遣手当、管理職員
特別勤務手当あり。

（Ｄ）その他の手当� （４月１日現在）
手当名 内容と単価

扶養手当

●配偶者10,000円　●子8,000円　●父母など6,500
円　●配偶者がいない職員の子10,000円　●満16歳
の年度始めから満22歳の年度末までの子一人当たり
の加算額5,000円　●配偶者がいない職員の父母な
ど9,000円

住居手当 ●借家の限度額27,000円　●持家（５年目まで）
6,000円　●持家（６年目以降）5,000円

通勤手当 ●バスなどの利用者限度額55,000円　●自家用車な
どの利用者限度額31,600円

管理職
手当

●部長職56,602円　●部長職（再任用）49,840円　
●次長職45,540円　●次長職（再任用）37,716円　
●主幹職36,470円　●主幹職（再任用）28,890円

特殊勤務
手当

従事する勤務の特殊性に応じて支給（徴収・消防・
ごみ取扱業務など15種類）

（Ｃ）超過勤務手当
区分 平成27年度決算 平成28年度決算

支給実績 104,332千円 102,006千円
平均支給年額 296千円 290千円
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18� 市職員の給与などの公表


